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２０２６年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会山口県予選会 

の開催について（通知） 

 

当協会の事業については、平素から格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記予選会を別添の要項により開催しますので周知等について、よろしくお願い

します。 



2026 年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会山口県予選会開催要項 

 

１ 主  催  一般社団法人山口県柔道協会 

２ 主  管 周南市柔道協会 

３ 日  時 令和８年５月２４日（日） 

●受付：８時３０分～８時５０分 ●試合開始：９時２０分        

 

※計量（公式計量及び非公式計量）：５月２３日(土) １７時００分～１８時００分） 

場所：周南公立大学柔道場 

※上記時刻による計量ができない場合は、申込時に理由を記載して申請のこと。 

 

５ 会  場 周南公立大学柔道場 

       〒７４５－０８０１ 周南市孝田町６４－２ 周南公立大学総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ第２記念館 

       ＴＥＬ０８３４－２８－９３７９ 

６ 参加資格 

（１）選手は日本国籍を有し、山口県内の住居者又は在学者（勤務者）であること。 

（２）選手は（一社）山口県柔道協会に所属し（公財）全日本柔道連盟登録者であること。 

（申込書に全柔連 Judo-Member 登録完了日を記載してください。） 

（３）年齢は、平成１８年（２００６年）１月１日以後、平成２３年（２０１１年）１２月３１日以

前 の出生者であること。 

※２０２６年中に１５歳から２０歳になる者。 

７ 体重区分 

（１）男子７階級 

   ①６０ｋｇ級 ②６６ｋｇ級 ③７３ｋｇ級 ④８１ｋｇ級 ⑤９０ｋｇ級  

⑥１００ｋｇ級 ⑦１００ｋｇ超級  

（２）女子７階級   

   ①４８ｋｇ級 ②５２ｋｇ級 ③５７ｋｇ級 ④６３ｋｇ級 ⑤７０ｋｇ級  

⑥７８ｋｇ級 ⑦７８ｋｇ超級  

８ 試合方法 

（１）原則として、各階級トーナメント戦とする。 

（２）最新の国際柔道連盟試合審判規程により行う。※ 規程・ルール | 全日本柔道連盟 

試合時間は４分間とし、優勢勝ちの判定基準は、「有効」以上とし、得点差がない場合は、時

間無制限の延長戦（ゴールデンスコア方式）により勝敗を決する。 

 

９ 服  装 

全日本柔道連盟柔道衣規格に合格した柔道衣（上衣、下衣、帯）を使用すること。 

10 参 加 料 

一人１，０００円 当日会場受付で納入のこと。 

11 表  彰 

  各階級１位、２位、３位を表彰する。 

https://www.judo.or.jp/coach-referee/referee-regulations-rules/


12 中国地区予選会の参加資格 

各階級１位、２位の者に、2025年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会中国地区予選会の参加

資格を与える。 

13 参加申込 

（１）参加申込は所定の申込書に必要事項を記入し、原則として電子メールで申込むこと。 

（２）申込期限は、令和８年４月２７日（月） 

（３）申込先    一般社団法人山口県柔道協会 

       電子メールアドレス： yjk@c-able.ne.jp 

電話・ＦＡＸ ０８３－９２４－９５１０ 

〒７５３－０８７１ 山口市朝田引地５８１－２ 

14 組合せ等 

（１）組合せについて 

  ① 組合せは、当協会大会役員が行う。 

  ② 大会には、無断で欠場しないこと。 

   （無断で欠場の場合は、次回予選会への参加を拒否する場合がある。） 

  ③ 中国地区予選会は、７月５日(日)鳥取県立武道館(米子市両三柳 3203-6-3）で開催される。 

15 その他 

選手及び指導者等は次の事項を順守・了承すること。これらを順守等できない場合には、次回予

選会への参加を拒否する場合がある。 

（１）選手は今年度の全柔連登録を完了し、全柔連登録システムの選手の「全柔連ﾒﾝﾊﾞｰ登録完了年月

日」を確認し、申込書に記載すること。 

（２）大会前 1ヶ月以内に脳震盪を受傷した者は、脳神経外科の診察を受け、出場の許可を得ること。 

（３）大会中、脳震盪を受傷した者は、継続して当該大会に出場することは不可とする。（なお、至

急、専門医（脳神経外科）の精査を受けること） 

（４）大会中、脳震盪を受傷した者は、練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け、許可を得る

こと。 

（５）大会中、脳震盪を受傷した者の指導者は大会事務局および全柔連に対し、書面により事故報告

書を提出すること。 

（６）大会中の事故等については、各団体にて加入の保険の範囲内での適用になります。保障内容が

不足と思われる場合は、別途保険に必ず加入して参加すること。 

（７）大会出場中の映像・写真・記事・氏名・記録等のテレビ・ビデオ・新聞・雑誌・インターネット

・広告等への掲載を了解すること。 


